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令和 4年 12 月 2 日 制定（国空無機第 237030 号） 
令和 6年 5 月 24 日 一部改正（国空無機第 16425  号） 

無人航空機安全課長 
 

無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて 
 

１．目的 
航空法（昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。）第 132 条の 24 の規定に

よる国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録検査機関」という。）は、無人航

空機検査事務（以下「検査事務」という。）を開始する前までに、法第 132 条の 30

に規定する無人航空機検査事務規程（以下「検査事務規程」という。）を定め、国

土交通大臣の認可を受けなければならないとしている。 
本要領は、検査事務規程の認可に関し必要な事項について、その申請に関する具

体的な事項及び手続きを定める。 
 
２．検査事務規程の認可申請 
（１）認可の新規申請 

登録検査機関は、検査事務規程について国土交通大臣の認可を受けなければ

ならない。無人航空機登録検査機関に関する省令（令和４年国土交通省令第 57

号。以下「省令」という。）第８条に基づく申請にあっては、次に掲げる事項を

記載した無人航空機検査事務規程認可申請書（様式１）に、検査事務規程を添え

て、国土交通大臣に提出するものとする。なお、検査事務規程を変更する場合に

おいても、同様とする。 
①申請年月日 

申請日を記入する。 
②登録検査機関の名称、住所及び代表者の氏名 

登録検査機関の名称、住所及び法人・団体にあっては代表者の氏名を記入

する。 
③事業所の所在地 

無人航空機検査事務を行おうとする事業所の名称及び所在地とする。 
④登録番号 

登録検査機関の登録番号を記入する。ただし、検査事務規程の新規認可申

請時までに登録番号が付与されていない場合は空欄でよい。 

（２）認可の変更申請 

登録検査機関は、法第 132 条の 30 第１項に規定する検査事務規程の変更の認

可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した無人航空機検査事務規程

変更認可申請書（様式２）に、変更しようとする検査事務規程の該当ページを添

えて、国土交通大臣に申請するものとする。 
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なお、無人航空機検査事務規程変更認可申請書に全ての事項が記載できない

場合は、「添付別紙のとおり」と記入し、別紙に記載してもよい。 
①～④上記（１）に同じ。 
⑤変更しようとする事項 

認可を受けようとする検査事務規程の変更の概要及び当該変更内容が省令

第９条で定める要件に適合していることを記入する。なお、検査事務規程の

変更は原則書類及び実地にて検査を行うが、実地検査の必要がない場合につ

いては、書類のみの検査とすることがある。 
⑥変更しようとする年月日 

変更後の検査事務規程に基づく検査業務の開始日を記入する。変更認可日

から直ちに適用する場合は、「検査事務規程認可日」と記入する。 
⑦変更の理由 

検査事務規程の変更の理由を記入する。 
 
３．検査事務規程の作成 

検査事務規程は、検査事務の実施方法や申請手数料の算定方法等、登録検査機関

の業務方法等を規定した文書であり、検査事務の開始までに国土交通大臣の認可を

受けなければならない。なお、検査事務規程の作成にあっては、以下の内容に留意

すること。 
（１）検査事務の実施に関する細則等を社内規程として設ける場合は、検査事務

規程の下位規程に位置付けること。また、検査事務規程において、当該社内

規程と検査事務規程との関係を体系的に明示すること。 
（２）社内規程を設ける場合でも、検査事務規程の規定は実質的なものとするこ

と。特に、検査事務の実施方法については、各業務の責任及び権限を明確に

規定すること。 
（３）日本語で作成すること。なお、必要に応じて、外国語を併記してもよい。

検査事務規程から呼び出す社内規程は外国語でもよいが、実地検査等におい

ては日本語でも説明できる体制とすること。 
 

４．検査事務規程の構成及び内容 
検査事務規程には、法第 132 条の 30 第２項及び省令第９条の規定により、次に

掲げる事項を記載しなければならない。 
（１）無人航空機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項 

登録検査機関における書面検査及び実地検査については、原則「無人航空

機の検査に関する一般方針」に従って行うこと。また、法第132条の26第1項

第1号の検査業務実施者（以下「検査員」という。）の業務の中立性等を損

なう可能性がある検査員への不当な指示等の防止、検査員が自ら整備した機

体の検査を行うことの防止等も検査事務の実施方法に含めることとする。 
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検査に用いる機器には試験施設も含まれる。借用する場合であっても、定

常的な借用で機器を専有するときは、自社の検査機器として取り扱う。 

試験施設の都度借用等を行う場合、型式認証等を行うために必要な試験が

実施可能であることを確認した上で借用する旨、検査事務規程に記載しなけ

ればならない。 

（２）無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類に関する事項 

登録検査機関登録証に記載する検査事務の能力及び範囲並びに種類を記載

する。 

（３）無人航空機検査事務を行う時間及び休日に関する事項 

検査事務を行う曜日及び業務時間、休日を記載する。 

（４）無人航空機検査事務を行う事業所及び区域に関する事項 

検査事務を行う事業所及び対象区域を記載する。事業所は（１）にまとめ

て記載してもよい。 

（５）無人航空機検査事務の実施体制に関する事項 

登録検査機関の組織及び業務分掌について記載する。 

検査員及び検査員を補助する者（以下「検査補助者」という。）に対する

知識付与等の方法並びに「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」（国空

無機第xxx号）による「無人航空機検査事務実施者一覧」の管理方法もこれ

に含まれる。 

（６）無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項 

検査事務の実施に関する料金の算定方法、出張を伴う検査を行う場合の出

張費用の算定方法及び申請者の支払い方法について記載する。追加費用が必

要となった場合の納付手続についても明記すること。なお、検査事務規程に

具体的な検査手数料額を記載してもよい。 

（７）無人航空機検査事務に関する秘密の保持に関する事項 

申請者から提出される資料には技術情報を含むため、申請者から提出・提

示された資料の管理責任者及び取扱者を定め、機密の保持に努めること。ま

た、資料の入手から廃棄までの手順についても検査事務規程に定めること。 

（８）無人航空機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項 

省令第13条第１項及び２項に規定する各事項を記載した帳簿、書類等の作

成から保存までの手順を定めること。 

（９）法第132条の32第２項の規定による開示請求に係る料金に関する事項 

法第132条の32第１項に基づき作成する財務諸表等の閲覧請求について、請

求手続及び開示料金を定めること。なお、検査手数料額に併せて記載して

もよい。 

（10）国土交通大臣に対する無人航空機検査事務の結果の通知の方法に関する事

項 

    省令第６条第２項の結果通知書の記載要領及びこれの送付方法について記
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載する。 

（11）検査に要する期間に関する事項 
  国から検査の依頼が到達した日から当該検査事務を処理するまでに要する

標準的な期間を記載する。なお、原則業務実施日以外での業務を行わないこ

とを前提に定めるものとする。 
（12）無人航空機検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項 

   検査事務及び付帯業務が検査事務規程等に従って的確に実施されているこ

とについて、検査事務実施組織から独立した組織が内部監査を行うことを規

定すること。また、監査の手法及び頻度、監査員の独立性の確保、要すれば

監査の委託についても定めること。 

（13）前各号に掲げるもののほか、無人航空機検査事務の実施に関し必要な事項 

検査事務規程をはじめとする規程類の維持管理方法、登録検査機関の休廃

止手続き、航空局との連携方法などについて定めるものとする。 
 

５．検査事務規程等の検査 
（１）書面検査 

登録検査機関から提出される検査事務規程の認可については、検査の過程

において、必要に応じて当該検査事務規程の根拠資料等の提示や提供を求め

る場合がある。 
検査事務規程の書類検査の結果については、書類検査結果通知書（様式

３）により通知されるので、所要の更正について処置実施期限（最大３ヶ

月）までに是正処置を行うこと。 
（２）実地検査 

「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」（国空無機第 xxx 号）その他関

連通達に従い実施する。 
 

６．処置内容報告書の取扱い 

登録検査機関は、書類検査結果通知書による通知を受けた場合は、処置実施期限

までに所要の更正を行い処置内容報告書（様式４）により報告しなければならな

い。また、検査担当者は、書類検査結果通知書による指摘事項とそれぞれの指摘に

対する是正状況について管理するものとする。 
なお、処置内容報告書に、全ての是正処置内容が記載出来ない場合は、「添付別

紙のとおり」と記入し、報告書に添付する別紙に記載してもよい。 
 

７．検査事務規程の認可書の交付 
法第 132 条の 30 に規定する検査事務規程の認可については、次に掲げる事項を

記載した無人航空機検査事務規程認可書（様式５）を交付するものとする。 
（１）無人航空機登録検査機関の名称 
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（２）登録番号 
（３）認可年月日 

 
８．その他 

この要領を実施するために必要な細目的事項については、無人航空機安全課が別

に定めることができる。 

 
附則（令和４年国空無機第 237030 号）  
1. この要領は、令和４年 12 月５日から施行する。 

 

附則（令和６年国空無機第 16425 号） 

1. この要領は、令和6年5月24日から施行する。 

2. この要領の施行の際、現に認可を受けている検査事務規程については、改正

後の規定にかかわらず、令和6年8月24日までは、なお従前の例によることが

できる。 

 



（様式１）無人航空機検査事務規程認可申請書 

 
 

無人航空機検査事務規程認可申請書 

 
年  月  日 

 
国土交通大臣 殿 
 

名称               

 
代表者氏名            

 
住所又は事業所の所在地      

 
登録番号             

 
 
航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 132 条の 30 の規定に基づき、無人航空機検査

事務の実施に関する規程の認可を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 
 



（様式２）無人航空機検査事務規程変更認可申請書 

 
 

無人航空機検査事務規程変更認可申請書 

 
年  月  日 

 
国土交通大臣 殿 
 

名称               

 
代表者氏名            

 
住所又は事業所の所在地      

 
登録番号             

 
 
航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 132 条の 30 の規定に基づき、無人航空機検査

事務の実施に関する規程の変更認可を受けたいので、関係資料を添えて申請しま

す。 
 
 
１．変更しようとする事項 
 
 
 
 
２．変更しようとする年月日 
 
 
 
 
３．変更の理由



（様式３）書類検査結果通知書 

 
 

国空無機第      号 
 
 
 

書類検査結果通知書 

 
 
 
 

年  月  日付けをもって（新規・変更）認可申請のあった無人航

空機検査事務規程について、書類検査における指摘事項を３項のとおり通知する。 
 
 
 
１．無人航空機登録検査機関の名称 
 
 
 
２．登録番号 
 
 
 
３．指摘事項 
指摘事項 
番号 No. 指摘事項 関係法令等 
   

 
 

年   月   日 
 

無人航空機安全課長 



（様式４）処置内容報告書 

 
 

 
 
 
 

処置内容報告書 

 
 
 

年  月  日付けをもって通知のあった無人航空機検査事務規程の

（新規・変更）認可申請に係る指摘事項に対する処置内容は３項のとおりであるこ

とを報告する。 
 
 
１．無人航空機登録検査機関の名称 
 
 
２．登録番号 
 
 
３．処置内容 
処置内容 
番号 No. 処置内容 処置予定時期 
   

 
 

年   月   日 
 

報告者名              



（様式５）無人航空機検査事務規程認可書 

 
 
 

国空無機第      号 
 
 
 

無人航空機検査事務規程認可書 

 
 
 
 

年  月  日付けをもって申請のあった無人航空機検査事務規程に

ついて、航空法第 132 条の 30 の規定に基づき認可する。 
 
 
 
１．無人航空機登録検査機関の名称 
 
 
 
２．登録番号 
 
 
 
３．認可年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通大臣 
 


